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こども課 ☎889-7028問

こども課 ☎889-7028問

物価高対応子育て応援手当 国保年金課（ちむぐくる館） ☎889-7381問

詳しくは
こちらから

　国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、
「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
令和8年2月13日から順次、本町より案内通知（支給のお知らせや申請書）を送付しております。
支給対象と思われる方で通知が届いていない場合はお問い合わせください。

健診を受けよう
詳しくは
こちらから

※健診を受診するには、受診券が必要です。
　お手元にない方は、ちむぐくる館までお問い合わせください。

【対象】●特定健診
●長寿健診
●一般健診

【料金】無料

40歳～74歳の国民健康保険の加入者

【予約】●個別健診 県内約300か所以上で受診できます。
医療機関へ直接ご連絡ください。

(特定・長寿・一般）

後期高齢者医療保険の加入者
・20歳～39歳の町内にお住まいで職場などで
 健診を受ける機会の無い方
・生活保護受給の方

令和8年度 幼児教育保育無償化の新規受付について

詳しくは
こちらから

【対象施設】・企業主導型を除く認可外保育施設（一部対象外あり）
・幼稚園および認定こども園（預かり保育利用者）など

【申込期限】令和8年3月13日まで

【 対 象 者 】保護者に保育必要理由のある
・3歳児～5歳児クラスの子ども
・0歳児～2歳児クラスの非課税世帯の子ども

おこめ券

【支給対象者】

【対象児童】

【支給金額】

次のいずれかに該当する方が対象となります。
1．令和7年9月分（10月10日支給）の児童手当受給者（令和7年9月に出生した児童は10月分）
2．令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している父母など
3．離婚、離婚協議中などにより令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の受給者となった方
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

児童手当対象児童1人あたり2万円（1回限り）

令和8年3月31日必着【申請期限】
※ただし、出生や離婚等については事由発生から15日以内の
　申請であれば、申請期間を過ぎていても受付を行います。

【申請方法】●南風原町から令和7年9月分の児童手当を受給した方（公務員以外）
原則、申請不要です。児童手当の受取口座へ振込みます。

●公務員で所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給した方
申請が必要です。この手当は所属庁からではなく、令和7年9月30日時点で児童手当受給者の住民票がある
市町村からの支給となります。

●新生児や離婚、離婚協議中などにより令和7年9月分の
　児童手当受給者と現在の児童手当受給者が異なり確認
　が必要な方
申請が必要です。

※公務員の方は所属庁から申請書が配布される予定ですが、申請漏れを防ぐ観点から本町からも申請書を送付します。
　統一様式のため、どちらの申請書でも申請可能です。

　定期的（1年に一度）に健診を受けることで、病気の早期発見につな
がります。健診は無料で受診ができますので、今年度健診を受けてい
ない方は早めに受診しましょう。なお、40歳～74歳の国民健康保険加
入者については健診を受診した方へ「おこめ券」を進呈しています。

　新たに幼児教育･保育無償化を利用するためには、事前に町から保育必要理由の認
定を受ける必要があります。まだ認定を受けていない方は保育施設等の利用前に申
請をお願いします。

※今年度の集団健診は終了しましたが、個別健診は、各医療機関で受診できます。

※提出書類など詳しくは町ホームページをご覧ください。


